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規 則

○専門委員等の報酬の額及び相当するとみなされ

る職務の級を定める規則の一部を改正する規則……（人事課）１

○宮崎県における事務処理の特例に関する条例施

行規則の一部を改正する規則……………………（行政経営課）１

○県税の課税免除等の特例に関する条例施行規則

の一部を改正する規則…………………………………（税務課）１

○宮崎県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則

を廃止する規則……………………………………（福祉保健課）５

○看護大学授業料等の徴収に関する規則の一部を

改正する規則………………………………………（ 〃 ）５

○薬事法施行細則の一部を改正する規則…………（医療薬務課）５

○宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例施行

規則の一部を改正する規則………………………（建築住宅課）７
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規規 則則

専 門 委 員 等 の 報 酬 の 額 及 び 相 当 す る と み な さ れ る 職 務 の 級 を 定 め

る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 二 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 八 号

専 門 委 員 等 の 報 酬 の 額 及 び 相 当 す る と み な さ れ る 職 務 の 級 を

定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

専 門 委 員 等 の 報 酬 の 額 及 び 相 当 す る と み な さ れ る 職 務 の 級 を 定 め

る 規 則 （ 昭 和 三 十 一 年 宮 崎 県 規 則 第 四 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

報 酬 の 額 及 び 職 務 の 級 の 表 母 子 自 立 支 援 員 の 項 中 「 七 、 七 七 ○ 円 」

を 「 七 、 七 九 〇 円 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

宮 崎 県 に お け る 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改

正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 二 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 九 号

宮 崎 県 に お け る 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部

を 改 正 す る 規 則

宮 崎 県 に お け る 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 二

年 宮 崎 県 規 則 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 の 表 二 の 項 中 「 別 表 十 四 の 七 の 項 」 を 「 別 表 の 十 四 の 八 の

項 」 に 改 め 、 同 表 六 の 項 中 「 別 表 の 三 十 八 の 項 」 を 「 別 表 の 三 十 七

の 項 」 に 改 め 、 同 表 七 の 項 中 「 別 表 の 三 十 九 の 項 」 を 「 別 表 の 三 十

八 の 項 」 に 改 め 、 同 条 を 第 五 条 と す る 。

第 三 条 を 第 四 条 と し 、 第 二 条 の 前 の 見 出 し を 削 り 、 同 条 を 第 三 条

と し 、 第 一 条 の 次 に 次 の 見 出 し 及 び 一 条 を 加 え る 。

（ 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 ）

第 二 条 条 例 別 表 の 三 の 四 の 項 に 規 定 す る 事 務 で 別 に 規 則 で 定 め る

も の は 、 温 泉 法 施 行 細 則 （ 平 成 十 四 年 宮 崎 県 規 則 第 三 十 八 号 ） 第

七 条 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理 及 び 同 規 則 第 十 三 条 の 規 定 に よ る 届

出 （ 温 泉 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 二 十 五 号 ） 第 十 五 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 許 可 に 係 る も の を 除 く 。 ） の 受 理 に 関 す る 事 務 と す る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 四 条

の 表 六 の 項 及 び 七 の 項 の 改 正 規 定 は 公 布 の 日 か ら 、 同 表 二 の 項 の 改

正 規 定 は 同 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

県 税 の 課 税 免 除 等 の 特 例 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 二 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 十 号

県 税 の 課 税 免 除 等 の 特 例 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 規 則

県 税 の 課 税 免 除 等 の 特 例 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 宮

崎 県 規 則 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 二 号 （ そ の 三 ） の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。
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別 記 様 式 第 三 号 （ そ の 二 ） の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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宮 崎 県 介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則 を 廃 止 す る 規 則 を

こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 二 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 十 一 号

宮 崎 県 介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則 を 廃 止 す る 規

則

宮 崎 県 介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 五 年 宮 崎 県

規 則 第 三 十 九 号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 宮 崎 県 介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 を 廃 止 す る 条 例 （ 平 成 二

十 年 宮 崎 県 条 例 第 九 号 ） 附 則 第 三 項 に 規 定 す る 者 に つ い て は 、 こ

の 規 則 に よ る 廃 止 前 の 宮 崎 県 介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 施 行

規 則 は 、 こ の 規 則 の 施 行 後 も 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。

看 護 大 学 授 業 料 等 の 徴 収 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ

こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 二 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 十 二 号

看 護 大 学 授 業 料 等 の 徴 収 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

看 護 大 学 授 業 料 等 の 徴 収 に 関 す る 規 則 （ 平 成 八 年 宮 崎 県 規 則 第 四

十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 及 び 条 例 」 を 「 、 条 例 」 に 改 め 、 「 「 入 学 料 」 と い う 。

） 」 の 下 に 「 及 び 同 項 第 百 四 十 二 号 の 二 に 規 定 す る 宮 崎 県 立 看 護 大

学 学 位 論 文 審 査 手 数 料 （ 以 下 「 学 位 論 文 審 査 手 数 料 」 と い う 。 ） 」

を 加 え る 。

第 十 一 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 学 位 論 文 審 査 手 数 料 の 免 除 ）

第 十 一 条 の 二 知 事 は 、 大 学 院 の 博 士 後 期 課 程 に お い て 、 十 単 位 以

上 の 単 位 を 修 得 し て 退 学 し た 者 が 退 学 後 一 年 以 内 に 学 位 論 文 の 審

査 を 申 請 し た 場 合 は 、 学 位 論 文 審 査 手 数 料 を 免 除 す る こ と が で き

る 。
附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

薬 事 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 二 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 十 三 号

薬 事 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

薬 事 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 六 年 宮 崎 県 規 則 第 四 十 二 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 三 条 第 一 項 中 「 別 記 様 式 第 十 二 号 」 を 「 別 記 様 式 第 十 三 号 」

に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 別 記 様 式 第 十 三 号 」 を 「 別 記 様 式 第 十 四 号 」

に 改 め 、 同 条 を 第 十 五 条 と し 、 第 十 二 条 の 次 に 次 の 二 条 を 加 え る 。

（ 登 録 販 売 者 試 験 ）

第 十 三 条 法 第 三 十 六 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 試 験 （ 以 下 「 登 録 販

売 者 試 験 」 と い う 。 ） を 受 け よ う と す る 者 は 、 別 記 様 式 第 十 二 号

に よ る 受 験 願 書 を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

（ 準 用 ）

第 十 四 条 登 録 販 売 者 試 験 に つ い て は 、 第 七 条 の 規 定 を 準 用 す る 。

別 記 様 式 第 十 三 号 中 「 （ ） 」 を 「 （ ） 」 に

改 め 、 同 様 式 を 別 記 様 式 を 別 記 様 式 第 十 四 号 と す る 。

別 記 様 式 第 十 二 号 中 「 （ ） 」 を 「 （ ） 」 に

改 め 、 同 様 式 を 別 記 様 式 第 十 三 号 と し 、 別 記 様 式 第 十 一 号 の 次 に 次

の 一 様 式 を 加 え る 。

第13条関係 第15条関係

第13条関係 第15条関係
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附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 用 紙 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 存 す る こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 薬 事 法

施 行 細 則 の 規 定 に 定 め る 様 式 に よ る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 事

項 を 適 宜 補 正 し て 使 用 す る こ と が で き る 。

宮 崎 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 二 十 六 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 十 四 号

宮 崎 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を

改 正 す る 規 則

宮 崎 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 九 年 宮

崎 県 規 則 第 五 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 十 一 条 第 一 項 中 「 第 二 十 四 条 」 を 「 第 二 十 四 条 第 一 項 」 に 改

め る 。
第 二 十 二 条 第 一 項 中 「 第 二 十 五 条 」 を 「 第 二 十 五 条 第 一 項 」 に 改

め る 。
別 記 様 式 第 一 号 中

「 」 を

「

」

に 、
「

を
「

に 、

」 」

「

を
「

に 改 め る 。

」 」

別 記 様 式 第 三 十 一 号 中

「

を
」

「

に
」

改 め る 。

別 記 様 式 第 三 十 四 号 中

「 」 を

「

に 、

」

「

を
「

に 改 め る 。

」 」

別 記 様 式 第 五 十 五 号 中

「

」

を
「

」

に 改 め る 。
附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 存 す る こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 宮 崎 県

営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に 定 め る 様 式

に よ る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 事 項 を 適 宜 補 正 し て 使 用 す る こ

と が で き る 。
宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例第 条の規定により、次のとおり県営住宅への入居を申し込みます。

宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例第 条の規定により、次のとおり県営住宅への入居を申し込みます。

なお、この申込書の記載内容が事実と相違するとき、又は申込者若しくは同居者（同居予定者を含む。）が暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員であるときは、申込みを無効とされても異

議のないことを誓約します。

続 柄氏 名

本 人

続 柄氏 名
フ リ ガ ナ

本 人

続 柄氏 名 続 柄氏 名
フ リ ガ ナ

金額を右詰めで記入該当するものに○印を記入性別及び同（別）居の区分は、該当する番号を○で囲むこと。

年間所得金額（円）

寡

夫

寡

婦

障 害 者特定

扶養

親族

老

人

同居

別居

性

別

生年月日氏 名続柄 特
別

一
般

同居させる者

１同

２別

１男

２女
年 月 日

１同

２別

１男

２女
年 月 日

１同

２別

１男

２女
年 月 日

１同

２別

１男

２女
年 月 日

現在入居者及び同居者

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

私が入居している住宅に次の者を同居させたいので、宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第21条第１項の規定によ

り、次のとおり申請します。

同居させる者

金額を右詰めで記入該当するものに○印を記入性別及び同（別）居の区分は、該当する番号を○で囲むこと。

年間所得金額（円）

寡

夫

寡

婦

障 害 者特定

扶養

親族

老

人

同居

別居

性

別

現 住 所

続柄 特
別

一
般生年月日氏 名

フ リ ガ ナ

１同

２別

１男

２女年 月 日

１同

２別

１男

２女年 月 日

１同１男

私が入居している住宅に次の者を同居させたいので、宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第21条第１項の規定によ

り、次のとおり申請します。

なお、この申請書の記載内容が事実と相違するとき、又は同居させる者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員であると判明したときは、県営住宅を明け渡します。

２別２女年 月 日

１同

２別

１男

２女年 月 日

現在入居者及び同居者

年間所得金額（円）

寡

夫

寡

婦

障 害 者特定

扶養

親族

老

人

同居

別居

性

別

生年月日氏 名
フ リ ガ ナ

続柄 特
別

一
般

１同

２別

１男

２女
年 月 日

１同

２別

１男

２女
年 月 日

１同

２別

１男

２女
年 月 日

１同

２別

１男

２女
年 月 日

１同

２別

１男

２女
年 月 日

１同

２別

１男

２女
年 月 日

１同

２別

１男

２女
年 月 日

１同

２別

１男

２女
年 月 日

なお、今までの入居名義人において滞納となった家賃（詳細は下欄）については、全額私の債務として引き受け、支払います。

なお、今までの入居名義人において滞納となった家賃（詳細は下欄）については、全額私の債務として引き受け、支払います。

また、この申請書の記載内容が事実と相違するとき、又は入居を継承する者若しくは入居承継者と同居する者が暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員であると判明したときは、県営住宅を

明け渡します。

氏 名 氏 名
フ リ ガ ナ

なお、使用に当たっては、宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例及び宮崎県営住宅の設置及び管理
に関する条例施行規則に規定する事項を遵守します。

なお、使用に当たっては、宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例及び宮崎県営住宅の設置及び管理
に関する条例施行規則に規定する事項を遵守します。
また、この申込書の記載内容が事実と相違するとき、又は申込者若しくは使用する者が暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員であると判明
したときは、使用の決定を取り消されても異議はありません。
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